
平成 31 年 4 月吉日 

お客様各位    

 

        

産業廃棄物最終処分先追加のお知らせ 

 

拝啓、貴社ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り厚

く御礼申し上げます。 

さて、弊社にて中間処分を行っております廃蛍光管になりますが、平成 29 年 8 月 16 

日発効の水銀条約（水俣条約）2020 年の追加規制により、中間処理後の二次処理及び 

最終処理先を追加変更する運びとなりました。お手数をお掛け致しますが下記の変更 

内容をご確認頂き、同封しております「最終処分先一覧」を産業廃棄物処理委託契約書 

と併せて、保管して頂きます様お願い申し上げます。 

敬具 

 

記 

 

【従 来】 
最終処分先 

株式会社ウム・ヴェルト・ジャパン 

 有限会社飯室商店 

 

 

【追加後】 

 最終処分先 

株式会社ウム・ヴェルト・ジャパン 

有限会社飯室商店 

 野村興産株式会社 

 

上記の追加変更に伴いまして、マニフェスト伝票（E 票）による最終処分終了報告までの 

期間が大幅に延長（※１）されます。 （※１： 返却までに 100～120 日 + 積替保管日数） 

お手数おかけしますが関連部署内 (廃棄物ご担当者様、ISO ご担当者様、契約ご担当者 

様等） へお渡し頂きますようお願い致します。 

大変ご迷惑をおかけしますが、ご了承のほどよろしくお願い申し上げますとともに、今後も 

ご倍旧のお引き立てを賜りますよう重ねてお願い申し上げます。    

  以上 

埼玉県大里郡寄居町大字三ケ山３３０番地１ 

株式会社ウム・ヴェルト・ジャパン 

本社・寄居工場  営業部 

TEL：048-577-1153  FAX048-577-1155 

 


